
 

 

中央環境審議会地球環境部会への国際環境協力専門委員会の設置について

（案） 

 

 

 

平成１６年１１月  日 

地球環境部会決定 

 

 

中央環境審議会議事運営規則（平成１３年１月１５日中央環境審議会決

定。以下「議事運営規則」という。）第９条第１項に基づき、地球環境部会

に置く専門委員会について次のとおり決定する。 

 

１ 議事運営規則第９条の専門委員会として「国際環境協力専門委員会」

を置く。 

 

２ 国際環境協力専門委員会は、地球環境の保全と持続可能な開発に向け

た、今後の国際環境協力の在り方に関する調査・検討を行う。 

 

３ 国際環境協力専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、

部会長が指名する。 
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